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北部上北広域事務組合 

会計年度任用職員募集要項 
（公立野辺地病院） 

 

令和４年１１月１日 

北部上北広域事務組合 

１ 募集人数 

  会計年度任用職員勤務要件を参照のこと。 

  ※応募区分 事務区分、医療区分、技能区分をそれぞれ職務ごと設定 

 

２ 募集職務名及び業務内容 

応募区分 職務名 業務内容 フルタイム・パートタイムの別 

事務区分 

①事務手 一般事務業務 フルタイム・パートタイム 

②事務手（総合） 総合事務業務（高度な資格保有者） フルタイム・パートタイム 

③医療事務手 医療事務業務 フルタイム・パートタイム 

④医師事務作業補助 医師事務作業補助業務 フルタイム・パートタイム 

医療区分 

①臨床検査技師 臨床検師業務 フルタイム・パートタイム 

②診療放射線技師 診療放射線業務 フルタイム・パートタイム 

③看護師 看護業務 フルタイム・パートタイム 

④准看護師 准看護業務 フルタイム・パートタイム 

技能区分 

①介護福祉士 看護補助業務（介護業務含む） フルタイム・パートタイム 

②看護補助員 看護補助業務 フルタイム・パートタイム 

③運転技能員 運転業務 フ ル タ イ ム 

 

３ 応募資格 

  地方公務員法第１６条（欠格条項）に該当しない者 

  参考：次に掲げる者は応募不可。 

 ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

 ・ 北部上北広域事務組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過

しない者 

 ・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

  ※地方公務員法の改正が行われた場合は、その定めるところによる。 

 

４ 任用期間 

  令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

※勤務実績に応じて再度の任用を行う場合あり。 
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５ 応募期限 

  送付又は持参のいずれも、令和４年１１月１日（火）午前８時１５分から令和４年１２

月２日（金）午後５時００分まで（必着） 

  ※持参の場合の受付時間は、平日の午前８時１５分から午後５時００分まで（土曜日、

日曜日及び祝日等の閉庁日は受付不可） 

 

６ 応募先 

  〒039-3113 上北郡野辺地町字鳴沢９番地１２ 

        公立野辺地病院 総務課 会計年度任用職員募集担当 宛 

 

７ 応募方法 

  次の提出物（ア）及び（イ）を封筒に入れ、封筒表面に「会計年度任用職員採用申込書

在中」と記入のうえ、６の応募先へ送付又は持参。 

（ア） 会計年度任用職員採用申込書［様式１］（当組合の所定様式）…１部 

※ 所定様式を、６の応募先で受領するか、当組合のホームページからダウンロー

ドして取得。 

（イ） 84円切手を貼付し申込者の郵便番号・住所・氏名を記入した長形３号封筒…２部 

    ※ 申込番号を記載した面接通知書及び合否の通知書の送付用として使用 

 

８ 選考試験 

  採用申込書を元に、当組合の管理職の職員等が面接を行い選考する。 

  面接日及び面接場所は、令和５年１月下旬を予定しており、決定次第通知いたします。 

  なお、職務に応じ面接会場が異なりますのでご留意願います。 

 

９ 選考結果 

  令和５年２月上旬（予定）までに、採用者及び不採用者に郵送で通知する。 

 

１０ 合格通知から採用までについて 

  合格通知後、当組合の令和５年度予算が成立した後に正式採用が可能となります。 

  なお、当組合の議会定例会は令和５年３月開催の予定です。 

  ※ 正式な採用日は、令和５年４月１日となります。 

  

【提出書類】 

  採用決定通知書が通知された職員は、指定された日までに、改めて次のとおり書類を提

出していただきます。 

  なお、組合が指定した書類については、採用決定通知書に同封いたします。 

 (1) 履歴書（組合指定のもの） 

 (2) 通勤届（   〃   ） 

 (3) 給与の口座振替申出書（   〃   ） 

 (4) 健康診断（過去３ヶ月以内のもので次の項目を診断したもの） 
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  ① 既往歴及び業務歴の調査 

  ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 

  ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力検査 

  ④ 胸部エックス線検査 

  ⑤ 血圧の測定 

  ⑥ 貧血検査 

  ⑦ 肝機能検査 

  ⑧ 血中脂質検査 

  ⑨ 血糖検査 

  ⑩ 尿検査 

  ⑪ 心電図検査 

  ※(2)と(3)については、前年度提出済みの方は不要です。ただし、変更があった場合は

その都度提出する必要があります。 

 

１１ 個人情報の取り扱いについて 

  採用申込書に記載された個人情報については，会計年度任用職員の募集に係る選考面接

及び任用の手続きに必要な範囲内で利用し、当組合の個人情報保護条例に基づき適正に管

理します。 

 

１２ その他 

 (1) 合否結果について、電話や電子メールでの問い合わせには応じられません。 

 (2) 提出された会計年度任用職員採用申込書は返却いたしません。 

 (3) 人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

 

１３ 勤務要件 

  職務に応じ勤務要件を定めているため、希望する職務の勤務要件をご確認ください。 

  なお、会計年度任用職員は「フルタイム会計年度任用職員」及び「パートタイム会計年

度任用職員」に分けられております。 

 ※１ 「フルタイム会計年度任用職員」とは・・・・ 

    1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 1週間当たり

の通常の勤務時間と同一の時間であるもの 

 ※２ 「パートタイム会計年度任用職員」とは・・・・ 

    1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の 1週間当たり

の通常の勤務時間に比し短い時間であるもの 

 (1)  フルタイム会計年度任用職員勤務要件［資料１］   ５ページ～ 

 (2)  パートタイム会計年度任用職員勤務要件［資料２］ １６ページ～ 

 

１４ お問い合わせ 

   公立野辺地病院 総務課 

   TEL：0175-64-3211 （会計年度任用職員募集担当：上野・杉山） 
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申込番号 

[当組合記入欄] 

 

 

北部上北広域事務組合会計年度任用職員採用申込書 

（令和５年度期間任用分） 

年  月  日現在 

ふりがな  性別 ※ 写真欄 

 

（裏面に氏名を 

記載し貼付） 

正面・脱帽 

過去３箇月以内に 

撮影したもの 

氏 名   

生 年 月 日      年   月   日  (満   歳) 

現 住 所 

〒   ―      

連 絡 先 
①(     ―     ―     ) 自宅・携帯 

②(     ―     ―     ) 自宅・携帯 

最 終 学 歴 年  月   

職 歴 

年  月  （   年） 

年  月  （   年） 

年  月  （   年） 

年  月  （   年） 

年  月  （   年） 

有 資 格 

 自身が有して

いる資格を記入

してください。 

 

希望応募区分 

□ 事務区分 

□ 医療区分 

□ 技能区分 

希
望
職
務 

 

□ フルタイム 

□ パートタイム 

(※希望時間：   時間) 

志望の動機  

配偶者： 有 ・ 無 

扶養者 

(子ども等)： 

     有 ・ 無 

自己ＰＲ 

（特技等） 
  

パソコン等の 

操作経験： 

     有・無 

【期間   年】 

地方公務員法 

第１６条の確認 

 私は、地方公務員法第１６条の規定に該当しないことを確認の上で、この申込書を提

出することに相違ありません。 

※ 「性別」欄：記載は任意です。未記載とすることができます。 

※ 「有資格」の欄でご記入いただいた資格については、採用が決定した場合、資格証明書の写しを 

提出していただきます。  

様式１ 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【事務区分】 事務手 募集人数 １  名 

職 務 内 容 一般事務業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  行政  職給料表適用 （１４６，１００円～１６０，１００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 

資料１ 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【事務区分】 事務手（総合） 募集人数 ５  名 

職 務 内 容 総合事務業務 ※当院が指定する資格を有している者 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 5 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  行政  職給料表適用 （１７１，７００円～１９５，５００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

※事務手（総合）に係る当院が指定する資格一覧 
・診療報酬請求事務能力認定試験（医科・歯科）・診療情報管理士認定試験 
・全国医師会認定医療秘書試験・全国医師会認定医療秘書試験 
・実務技能検定協会 秘書検定 ２級以上・医療秘書教育全国協議会 ２級以上 
・医療情報技師能力検定試験・日商簿記検定試験 ２級以上・介護支援専門員 
１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 



7 

 

フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【事務区分】 医療事務手 募集人数 20  名 

職 務 内 容 医療事務業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 5 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  行政  職給料表適用 （１４６，１００円～１６０，１００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【事務区分】医師事務作業補助 募集人数 5  名 

職 務 内 容 医師事務作業補助業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 5 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  行政  職給料表適用 （１４６，１００円～１６０，１００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 臨床検査技師 募集人数 2  名 

職 務 内 容 臨床検査業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 5 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  医療  職給料表(2)適用 （１７７，４００円～１９６，５００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 診療放射線技師 募集人数 １  名 

職 務 内 容 診療放射線業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 病院休診日 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  医療  職給料表(2)適用 （１７７，４００円～１９６，５００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 看護師 募集人数 ５  名 

職 務 内 容 看護業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 看護局勤務表による 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  医療  職給料表(3)適用 （１９２，４００円～２１５，２００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 准看護師 募集人数 ２  名 

職 務 内 容 准看護業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 看護局勤務表による 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  医療  職給料表(3)適用 （１６５，３００円～１８２，９００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【技能区分】 介護福祉士 募集人数 ５  名 

職 務 内 容 看護補助業務（介護業務含む） 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 看護局勤務表による 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  単労  職給料表適用 （１６３，３００円～１８２，８００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【技能区分】 看護補助員 募集人数 ２０  名 

職 務 内 容 看護補助業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 看護局勤務表による 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  単労  職給料表適用 （１３９，９００円～１５２，７００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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フルタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【技能区分】 運転技能員 募集人数 ２  名 

職 務 内 容 運転業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
  令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 

※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
午前 ８ 時 １５ 分から午後 １７ 時 ００ 分まで 
(休憩時間 １２ 時 ００ 分から １３ 時 ００ 分まで) 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日 勤務表による 

休 暇 
1 年次有給休暇   ２０   日 ※勤務年数により判断 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

給 料 

1 支給日：毎月 ２１日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2  単労  職給料表適用 （１４７，９００円～１６３，３００円） 

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 

1 ①通勤手当 ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 ④休日勤務手当 
1 ⑤夜間勤務 
2 期末手当 
3 退職手当（勤務日数等一定の要件あり） 
4 特殊勤務手当（職務に応じ必要な手当を支給） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 
⑨ 営利企業への従事等の制限（改正地公法第 38条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 人事評価：対象 
３ 地方公務員共済組合制度：適用 
４ 災害補償：地方公務員法災害補償基金が適用 （労働災害保険） 
５ 雇用保険：退職手当が適用（雇用保険） 
適用条件：初めて会計年度任用職員に任用された方はカッコ内が対象となります。
ただし、所定の期間を経過後、条件により喪失され適用されます。 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【事務区分】 事務手 募集人員 １  名 

業 務 内 容 一般事務業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（８９７円 ～ ９８３円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 

資料２ 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【事務区分】 事務手（総合） 募集人員 ５  名 

業 務 内 容 総合事務業務 ※当院が指定する資格を有している者 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，０５４円 ～ １，２０１円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

※事務手（総合）に係る当院が指定する資格一覧 
・診療報酬請求事務能力認定試験（医科・歯科）・診療情報管理士認定試験 
・全国医師会認定医療秘書試験・全国医師会認定医療秘書試験 
・実務技能検定協会 秘書検定 ２級以上・医療秘書教育全国協議会 ２級以上 
・医療情報技師能力検定試験・日商簿記検定試験 ２級以上・介護支援専門員 
１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【事務区分】 医療事務手 募集人員 8  名 

業 務 内 容 医療事務業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（８９７円 ～ ９８３円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【事務区分】 医師事務作業補助 募集人員 ３  名 

業 務 内 容 医師事務作業補助業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（８９７円 ～ ９８３円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 臨床検査技師 募集人員 2  名 

業 務 内 容 臨床検査業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，０９０円 ～ １，２０７円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

職 務 名 【医療区分】 診療放射線技師 募集人員 １  名 

業 務 内 容 診療放射線業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，０９０円 ～ １，２０７円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【医療区分】 看護師 募集人員 15  名 

業 務 内 容 看護業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，１８２円 ～ １，３２２円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【医療区分】 准看護師 募集人員 5  名 

業 務 内 容 准看護業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月１０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，０１５円 ～ １，１２３円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【技能区分】 介護福祉士 募集人員 ３  名 

業 務 内 容 看護補助業務（介護業務含む） 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（１，００３円 ～ １，１２３円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 
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パートタイム会計年度任用職員勤務要件 

業 務 名 【技能区分】 看護補助員 募集人員 ６  名 

業 務 内 容 看護補助業務 

勤 務 場 所  公立野辺地病院 

任 用 期 間 
 令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令和 ６ 年 ３ 月 ３１日 まで 
※ 人事評価に伴う勤務実績に応じ再度任用することができる。 

勤 務 時 間 
 勤務時間：週３５時間未満 
 
 休憩時間：勤務時間により判断する 

所定時間外労働等 
1 所定時間外労働をさせることが (あり・なし) 
2 休日労働をさせることが    (あり・なし) 

勤務を要しない日  所属する勤務表による。 

休 暇 
1 年次有給休暇 （勤務日数により判断） 
2 特 別 休 暇 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による。 

報 酬 

1 支給日：毎月 １０日(休日又は土・日曜日の時は、その日の前の平日とする。) 

2 １時間当たりの額（８５９円 ～ ９３８円）  

注）人事院勧告により、給料表の改定があった場合は給料額が変更されます。 

手 当 
1 ①通勤手当（費用弁償として支給） ②時間外勤務手当 ③宿日直手当 
1 ④休日勤務手当 ⑤夜間勤務手当 
2 期末手当（任期が６カ月以上に渡る者） 

服 務 

① 服務の根本基準（改正地公法第 30条） 
② 服務の宣誓（改正地公法第 31条） 
③ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務（改正地公法第 32条） 
④ 信用失墜行為の禁止（改正地公法第 33条） 
⑤ 秘密を守る義務（改正地公法第 34条） 
⑥ 職務に専念する義務（改正地公法第 35条） 
⑦ 政治的行為の制限（改正地公法第 36条） 
⑧ 争議行為等の禁止（改正地公法第 37条） 

分限・懲戒処分 

1 分限処分 
 ① 免職（職員の意に反してその身分を失わせる処分） 
 ② 休職（職員としての職を保有したまま、一定期間職務に従事させない処分） 
２ 懲戒処分 
 ① 戒告（職員の義務違反を確認するとともに、その将来を戒める処分） 
 ② 減給（一定期間、職員の給料を減額して支給する処分） 
 ③ 停職（一定期間職員を職務に従事させない処分） 
 ④ 免職（職員からその職を失わせる処分） 

そ の 他 

１ 労働安全衛生法に基づく健康診断・ストレスチェックの実施 
２ 年金及び保険：厚生年金保険及び地方公務員共済組合制度が適用 
  （勤務条件等により国民年金及び国民健康保険が適用される。） 
３ 雇用保険：勤務条件等により雇用保険に加入 
４ 災害補償：勤務条件等により労働災害補償保険制度適用 
５ 人事評価：対象 

 

 


